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○

信
託
兼
営
金
融
機
関
営
業
保
証
金
規
則
（
平
成
十
六
年
内
閣
府
・
法
務
省
令
第
四
号
）

改

正

案

現

行

（
申
立
て
の
手
続
）

（
申
立
て
の
手
続
）

第
一
条

金
融
機
関
の
信
託
業
務
の
兼
営
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
五
年

第
一
条

金
融
機
関
の
信
託
業
務
の
兼
営
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
五
年

政
令
第
三
十
一
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
権

政
令
第
三
十
一
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
権

利
の
実
行
の
申
立
て
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
一
に
よ
る
申
立
書
に
金

利
の
実
行
の
申
立
て
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
一
に
よ
る
申
立
書
に
金

融
機
関
の
信
託
業
務
の
兼
営
等
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第

融
機
関
の
信
託
業
務
の
兼
営
等
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第

二
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
信
託
業
法
第
十
一
条
第
六
項
の
権
利
（
以
下

二
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
信
託
業
法
第
十
一
条
第
六
項
の
権
利
（
以
下

「
権
利
」
と
い
う
。
）
を
有
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
面
を
添
え
て
、
信
託
業
務

「
権
利
」
と
い
う
。
）
を
有
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
面
を
添
え
て
、
信
託
業
務

を
営
む
金
融
機
関
（
令
第
十
八
条
第
一
項
に
定
め
る
金
融
庁
長
官
の
指
定
す
る

を
営
む
金
融
機
関
（
令
第
十
四
条
第
一
項
に
定
め
る
金
融
庁
長
官
の
指
定
す
る

信
託
業
務
を
営
む
金
融
機
関
を
除
く
。
）
の
場
合
に
あ
っ
て
は
本
店
等
（
令
第

信
託
業
務
を
営
む
金
融
機
関
を
除
く
。
）
の
場
合
に
あ
っ
て
は
本
店
等
（
令
第

七
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
本
店
等
を
い
う
。
第
二
条
及
び
第
十
五
条
に

七
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
本
店
等
を
い
う
。
第
二
条
及
び
第
十
五
条
に

お
い
て
同
じ
。
）
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
財
務
局
長
（
財
務
支
局
長
を
含
む
。

お
い
て
同
じ
。
）
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
財
務
局
長
（
財
務
支
局
長
を
含
む
。

以
下
同
じ
。
）
に
、
令
第
十
八
条
第
一
項
に
定
め
る
金
融
庁
長
官
の
指
定
す
る

以
下
同
じ
。
）
に
、
令
第
十
四
条
第
一
項
に
定
め
る
金
融
庁
長
官
の
指
定
す
る

信
託
業
務
を
営
む
金
融
機
関
の
場
合
に
あ
っ
て
は
金
融
庁
長
官
に
そ
れ
ぞ
れ
提

信
託
業
務
を
営
む
金
融
機
関
の
場
合
に
あ
っ
て
は
金
融
庁
長
官
に
そ
れ
ぞ
れ
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
申
出
の
手
続
）

（
申
出
の
手
続
）

第
二
条

令
第
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
権
利
の
申
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、

第
二
条

令
第
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
権
利
の
申
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、

様
式
第
二
に
よ
る
申
出
書
に
権
利
を
有
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
面
を
添
え
て
、

様
式
第
二
に
よ
る
申
出
書
に
権
利
を
有
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
面
を
添
え
て
、

金
融
庁
長
官
又
は
信
託
業
務
を
営
む
金
融
機
関
（
令
第
十
八
条
第
一
項
に
定
め

金
融
庁
長
官
又
は
信
託
業
務
を
営
む
金
融
機
関
（
令
第
十
四
条
第
一
項
に
定
め



- -2

る
金
融
庁
長
官
の
指
定
す
る
信
託
業
務
を
営
む
金
融
機
関
を
除
く
。
）
の
本
店

る
金
融
庁
長
官
の
指
定
す
る
信
託
業
務
を
営
む
金
融
機
関
を
除
く
。
）
の
本
店

等
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
財
務
局
長
（
以
下
「
金
融
庁
長
官
等
」
と
い
う
。
）

等
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
財
務
局
長
（
以
下
「
金
融
庁
長
官
等
」
と
い
う
。
）

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



附

則

こ
の
命
令
は
、
金
融
商
品
取
引
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。


